
  令和 7年 1月 

 

競争入札参加資格（物品）登録事業者の皆様へ 

 

 仙台市が発注する物品の調達に関して、入札に参加する事業者の皆様が守らなければならない

ルールは、独占禁止法、地方自治法、地方自治法施行令、仙台市契約規則、仙台市入札契約暴力

団等排除要綱等により定められています。概要については以下のとおりです。 

 

１. 競争入札参加者の資格登録期間 

 今回認定された入札参加資格の有効期限は令和 6 年 10 月 1 日から令和 8 年 3 月 31 日までで

す。令和 8 年 4 月 1 日以降の入札参加資格については、別途登録の手続きを行うこととなり

ます。 

 競争入札参加資格者名簿に登載されている方について,登録事項に変更があった場合は,速や

かに仙台市財政局契約課まで変更届を提出してください。詳しくは仙台市ホームページ（ホー

ム＞事業者向け情報＞契約・入札＞競争入札参加資格＞競争入札参加資格登録事項の変更）をご覧くださ

い。 

 

２. 入札への指名等について 

（１）指名等について 

 一般競争入札については仙台市ホームページ（ホーム＞事業者向け情報＞契約・入札＞契約・入札情

報＞発注情報）に案件のある都度、掲載します。案件ごとに入札に参加する要件を定めており

ますので、確認の上ご参加ください。 

 指名競争入札への指名等については個別にご連絡いたします。 

（２）入札書等の記載について 

 金額その他重要事項の記載が不明確な入札等、入札書類に不備がある場合は無効となります。 

 入札書及び委任状に記入する際には、ペン又はボールペンを使用してください（えんぴつ、消

せるボールペン等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないでください。） 

 その他、入札に際しての注意事項は、指名通知（一般競争入札の場合は入札説明書）に記載し

ておりますので、内容を十分確認の上、入札書を提出してください。 

 

３. 法令等の遵守について 

（１）談合の防止について 

 入札に参加する事業者が事前に相談して、受注事業者や受注金額などを決めてしまう「入札

談合」は禁止されています（独占禁止法）。どのような行為が独占禁止法違反となるかは「公

共的な入札に係る事業者及び事業者団体の活動に関する独占禁止法上の指針」(平成 6年 7月

(令和 2 年 12 月改定))で公表されていますので、入札参加の際にはよく確認のうえ独占禁止

法の規定を遵守してください。 

 入札参加者は、他の事業者その他第三者に対して、自己が当該入札に参加することをみだり

に表明してはなりません。また、正当な理由なく他の事業者に当該入札への参加の有無の問

合せをしてはなりません。 

 談合は、競争性のある随意契約（プロポーザル、見積合せなど）も対象です。 



 

 

 談合情報についての通報を受けた場合、入札を延期、または取りやめることがあるほか、「仙

台市談合情報対応マニュアル」に基づき、情報の確認等を行った上で、公正取引委員会へ通報

することがあります。 

 入札参加者等が談合等不正行為を行った場合、指名停止を行います。また、損害賠償請求等を

行うことがあります。 

（２）暴力団排除の徹底について 

 本市の入札・契約から暴力団等の排除を徹底するため、競争入札参加資格者名簿に登載され

ている方が、仙台市入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 10月 31日市長決裁）の要件に該

当すると認めるときは、指名停止を行います。また、契約の相手方となっている場合には、契

約を解除することがあります。 

 受注者は、契約の履行にあたり、暴力団等から不当介入を受けた場合は、警察への通報、捜査

協力及び本市への報告を行わなければなりません。これを怠った場合には指名停止を行いま

す。 

（３）個人情報の保護について 

 受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、受注した業務の事務を処理するための個人情報

の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り

扱わなければなりません。個人情報を取り扱う業務を受注する場合には「仙台市行政情報セ

キュリティポリシー」（平成 14 年 8 月 1 日市長決裁）ならびに「情報システム処理に伴う個

人情報等に係る外部委託に関するガイドライン」（平成 15年 5月 14日市長決裁）に留意して

ください。 

（４）再委託について 

 受注者は、業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはなりません。業務の一部（主たる部

分を除く。）について再委託を行いたい場合は、事前に書面で発注者に申請し、書面による承

諾を得る必要があります。 

（５）その他 

・業務の履行にあたっては、円滑な履行体制と品質の確保に努めるとともに、労働関係法令を

遵守し、適正な労働環境の確保をお願いします。 

 

４. 仙台市の入札・契約関係の規程等はホームページで閲覧できます 

・契約関係規程集（ホーム＞事業者向け情報＞契約・入札＞契約関係規程集） 

・契約書様式（ホーム＞事業者向け情報＞契約・入札＞各種契約書等） 

・入札契約関係の様式〔入札書、委任状、入札（見積）辞退届等〕 

（ホーム＞申請書ダウンロード・電子申請＞申請書・届出書様式のダウンロードサービス＞契約・入札） 

 

 

 

問合せ先：仙台市財政局財政部契約課物品契約係 ℡022-214-8124（直通） 


